
 12月20日より託麻公民館は、新型コロナウィルス感染症拡大防止の為、休館とさせていただいておりま

す（図書室、児童館除く）。再開日時は今のところ未定です（１月２０日現在）。今後の公民館だより等

でご確認ください。大変ご迷惑おかけしますが、ご理解いただきますようよろしくお願い致します。 

 ＊当面の間、会議室等の利用を休止しております。再開日時は、未定です。  

※１月２０日時点の情報です。今後の状況によっては対応が変更になる場合があります。ご了承ください。 

＊公民館主催講座の新規の企画を当面の間、見送ります。 ＊電話、窓口対応等は通常通りです。 

  ※『公民館だより１月号』で既に告知している以下の講座については、開催日の施設利用の可否が確定した 

   時点で開催の可否を判断します。１月２０日時点で申し込みは継続していますが、今後の新型コロナウィル 

   ス感染症の状況によっては、開催を見送る場合があります。ご了承ください。 

・「公民館サポーター」（１／２９開催予定）   

・「宇宙人さんいらっしゃい！〜夢の食品サンプル作り〜」（２／１４開催予定） 

・「シニア初心者向け パソコン入門《２月》」（２／６開催予定） 

・「シニア「ワード」の基礎基本」（２／２０開催予定） 

   ＊令和３年度託麻公民館自主講座は開講を見送っています。 
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 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため原則郵送

での申告をお願いします。やむを得ず、申告会場に来

場される方は感染症予防対策を行いご来場ください。

感染拡大の状況によっては、申告会場を中断・もしくは

開催しないことがありますので、ご理解いただきますよう

にお願いします。 

 東区の申告相談会場は、東部公民館です（所得税及

び復興特別所得税の確定申告受付はなし）。詳細は、「市

政だより 2021年1月号」6～7ページをご覧ください。 

 

※ 託麻公民館は申告相談会場ではありません。 

公民館 

 

 ①貸出・返却のみ可能です（閲覧不可）。 
 ②体調不良の方は入館をご遠慮ください。 
 ③最低限の人数でご来館ください。 
 ④マスク着用の上、ご来館ください。 
 ⑤短時間（約３０分）のご利用、入室制限に 
  ご協力ください。 
 ⑥入室時は、「入館記録票」への記入が必須 
  となります。 

【開館時間】午前９時３０分～午後５時 

     【開館時間】 
午前９時３０分～午後３時３０分 

＊感染予防のため、利用制限があります。ご理解

とご協力よろしくお願い致します。詳しくは、別

紙「じどうかんだより」をご覧ください。 

図書室 児童館 

各講座の詳しい情報

は、『公民館だより

１月号』または託麻

公民館ホームページ

をご覧ください。 

  
  

 新型コロナウイルスへの感染例が報告される都度、感

染者が確認された事業所や病院などの職員、関係者、

その家族の方々に対し、誤解や偏見に基づく差別的な

言動が報告されています。  

 市民の皆様が一丸となって感染拡大防止 

に努めている中、こうした方々を傷つけるよ 

うな不当な差別や偏見が、決してあっては 

なりません。  

 これまでも、新聞、市政だより、市ホームページなどに

おいて人権教育・啓発を行っており、新型コロナウイル

ス感染症のみならず、人権尊重の大切さを訴えてきたと

ころです。今後も引き続き、正確な情報に基づき冷静に

行動されるよう、新型コロナウイルスの確かな情報発信

に努め、様々な機会をとらえて風評被害の未然防止の

取組を進めてまいります。  ＜熊本市ホームページより＞ 

【QRコードは、You Tubeが開きます】 

2月の「暮らしの行政なんでも相談」は、お休みします。 ※2月の資源物の拠点回収は、2月2日・9日・16日・23日です。 

【お問い合わせ】市民税課専用ダイヤル TEL ３２８-２１８３ 

感染防止対策  


